
決算整理の重点項目 

 
１．棚卸資産―期末商品棚卸高と売上原価の算出 
 （１）期末商品棚卸高～決算日に実地棚卸により在庫商品の数量を把握し、これに商品別仕

入単価を乗じて計算する 
        期末商品棚卸高＝在庫数量×仕入単価 
   ①仕入単価の決定方法 
    １）原価法－個別法・先入先出法・後入先出法・総平均法・移動平均法・単純平均法・

最終仕入原価法・売価還元法 
    ２）時価法－取得価額を時価（市場価格）によって算定する方法 
    ３）低価法－原価法による取得価額と時価法の取得価額を比較して、いずれか低い価

額を評価額とする方法 
         ＊上記評価方法の選択は、組合の自由であるが、いずれにするかは、設立後最初の

法人税の申告期限までに税務署に届出をすること。 
           届出のないときは、最終仕入原価法になる。評価方法の変更は、予め税務署長の

承認を要する。 
 
  ＜設例＞ 
       
  次の商品有高帳の記録をもとに、各種の計算方法によって期末棚卸高を算出してみる 
 
               商品有高帳                                           
       受    入  払出数量  残高数量  
   月日  概要  数量  単価   金額  （個）   （個）  
  ３．１  繰越   ４０  ４００ １６，０００     ４０  
    １０  仕入   ２０  ４３０  ８，６００     ６０  
   １１  売上      ３０    ３０  
   １２  仕入   ３０  ４５０ １３，５００     ６０  
   ２０  売上      ４０    ２０  
   ２６  仕入  １００  ５００ ５０，０００    １２０  
   ２８  売上      ６０    ６０  
  １９０  ８８，１００  １３０  

 
    Ⅰ 最終仕入原価法 
      期末における最終の仕入原価をもって、期末棚卸単価とする。 
         ５００円×６０＝３０，０００円 
 
    Ⅱ 総平均法 
      期首繰越分を含む受入金額合計を、それに対する受入数量で除して算出する 



         ８８，１００÷１９０＝４６３円 
         ４６３×６０＝２７，７８０円 
 
 
（２）売上原価の算出 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
※売上原価＝期首商品棚卸高＋当期仕入高－期末商品棚卸高 

 
 
  売上原価の算出仕訳 
  ①仕入勘定で行う場合 
      イ （仕  入）１００（繰越商品）１００ 
      期首商品棚卸高振替 
   ロ （繰越商品）２００（仕  入）２００ 
      期末商品棚卸高計上 
 
  ②売上原価勘定を設け行う場合 
   イ （売上原価）１００（繰越商品）１００ 
      期首商品棚卸高振替 
   ロ （売上原価）８００（仕  入）８００ 
      当期仕入高振替 
   ハ （繰越商品）２００（売上原価）２００ 
      期末商品棚卸高計上 
  
 
２．固定資産の減価償却 
 （１）減価償却の３要素－①取得価額 ②耐用年数 ③残存価額 
     取得価額－購入代価のほか、その資産を事業の用に供するまでに必要な付帯費  

          も含まれる。ただし、税務上、固定資産取得の借入金利息、不動産  

          取得税、登録免許税等の費用は、取得価額に含めないことができる。 
     耐用年数－減価償却資産の耐用年数表によって求める。（減価償却資産の耐用  
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          年数等に関する省令別表第１～第１１） 
          残存価額－耐用年数を経過し減価償却終了後の帳簿価額（簿価）をいう。 
          なお、税務上、平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産の残

存価額は、取得価額の１０％と定めているが、残存価額が１円に達する

までの減価償却を認めている。また、平成１９年４月１日以降に取得し

た有形固定資産については、残存価額が１円になるまで償却を行う。 
     （注１）耐用年数１年未満又は取得価額１０万円未満のものは、固定資産に計上せ

ず事業の用に供した年度の費用とすることができる。（法人税法施行令第

１３３条） 
     （注２）取得価額１０万円以上２０万円未満の有形固定資産については、一定要件

の下で、その資産の全部又は特定の一部を一括した有形固定資産の取得価

額の合計の３分の１に相当する金額を、事業の用に供した年度以降３年間

の各年度に費用とすることができる。（法人税法施行令第１３３条の２）

    
  （２）減価償却費の計算方法 
    一般的な償却方法 
      ○定率法－耐用年数にわたり毎年簿価に対して同じ率で償却をすすめていく計

 算方法 
減価償却費＝（取得価額－前期までの償却累計額）×定率法による償却率 
＊平成１９年３月３１日以前に取得したものについては、取得価額の５％

まで償却した以降は５年間で均等額を償却する。 
＊平成１９年４月１日以降に取得したものについては、通常の償却額が償

却保証額を下回った場合には、それ以降は「改定取得価額×改定償却額」

で均等額を償却する。 
○定額法－耐用年数にわたり毎年同じ金額を償却費として計上する方法 

減価償却費＝（取得価額－残存価額）×定額法による償却 
＊平成１９年３月３１日以前に取得したものについては、取得価額の５％

まで償却した以降は５年間で均等額を償却する。 
＊平成１９年４月１日以降に取得したものついては、残存価額が１円にな

るまで償却する。 
          （注）償却率－税法で耐用年数に応じて定められている。 
              （減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第９、１０） 
      償却方法の選択  税務署へ届出を行うが、届出をしなかった場合は、法定の償

却方法となる。法定の償却方法は一般的には旧定額法又は定

額法となる。また、減価償却費の方法を変更する場合は、予

め税務署長の承認を要する。 
          （注）取得価額－法人税法施行令第５４条 
              法人税基本通達７－３－１～７－３－１７の２ 
 
   ＜設例１＞事業年度が４月から翌月３月までの組合で、４月に減価償却資産を購入した



場合（平成１９年３月３１日以前） 
     取得価額  ５，０００，０００円 

耐用年数  ５年 
償却費  （平成１９年３月３１日以前に取得したもの） 

①旧定率法  ０．３６９  ②旧定額法  ０．２００ 
残存価額  １円 

     償却費   ①旧定率法 
１年目  ５，０００，０００円×０．３６９＝１，８４５，０００円 
２年目  （５，０００，０００円－１，８４５，０００円）×０．３６９ 
     ＝１，１６４，１９５円 
３年目  ３年目～６年目までは上記と同様に、（取得価額－償却累計額）

×償却率で取得価額の５％になるまで償却する。 
７年目  ６５，６０６円 
     ※通常の償却額「１１６，４５９円」では取得価額の５％「２５

０，０００」を下回るため、７年目の期首簿価－取得価額の５％

（３１５，６０６円－２５０，０００円）で求める。 
８年目  ２５０，０００円／５年＝５０，０００円 
     ※以後、５年間にわたり均等額を償却できる。ただし、１２年目

は１円を残存価額として残すため、４９，９９９円となる。 
            

②旧定額法 
        １年目  （５，０００，０００円－５００，０００円）×０．２００ 

＝９００，０００円 
        ２年目  ９００，０００円 
             ３年目～５年目までも上記と同様に９００，０００円となる。 
        ６年目  ２５０，０００円 
             ※通常の償却額「９００，０００円」では取得価額の５％「２５

０，０００」を下回るため、６年目の期首簿価－取得価額の５％

（５００，０００円－２５０，０００円）で求める。 
        ７年目  ２５０，０００円／５年＝５０，０００円 

     ※以後、５年間にわたり均等額を償却できる。ただし、１１年目

は１円を残存価額として残すため、４９，９９９円となる。 
 

   ＜設例２＞事業年度が４月から翌月３月までの組合で、４月に減価償却資産を購入した

場合（平成１９年４月１日以降） 
取得価額  １，０００，０００円 
耐用年数  ５年 
償却費   （平成１９年４月１日以降に取得した物） 

③定率法  ０．２５０  ④定額法  ０．１００ 
 改定償却率 ０．３３４ 



             保証率   ０．０４４４８ 
     残存価額  １円 

償却費    ③定率法 
        １年目  １０，０００，０００円×０．２５０＝２５０，０００円 
        ２年目  ２年目～７年目までも同様に償却していく。 
        ８年目  ４４，５８４円 
             ※通常の償却額「３３，３７１円」では保証額「４４，４８０円

（１，０００，０００円×０．０４４４８）」を下回ってしま

うため、８年目の期首の簿価（改定取得価額と呼ぶ。）×改定償

却率（１３３，４８４円×０．３３４）で改定償却額を求める。

９年目も同額を償却する。 
１０年目   ４４，３１６円 
       ※最終年度は、残存価額が１円になるように償却する。 

（４４，３１７円－１円） 
  
             ④定額法 
         １年目  １，０００，０００円×０．１＝１００，０００円 
         ２年目以降も同じ 
        １０年目  １００，０００円－１円＝９９，９９９円 
              残存価額を１円残すため 

＊償却率・保証率・改定償却率は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」を参考 
 
 （３）償却費計算の特例 
   ①事業年度の中途で事業の用に供した場合の償却費の計算（法人税法施行令第５９条）

      旧定率法・旧定額法・定率法・定額法も次による。 
                   事業の用に供した日から    
                                      当該事業年度終了の日までの月数 

償却費 ＝ 通常の償却費 × 
                                      当該事業年度の月数 
   （注）月数は暦に従い、１月未満の端数は１月とする（法人税法施行令第５９条） 
   
      ②設立第１年度等事業年度が１年に満たない場合の償却率等の計算（耐用年数取扱関係
     通達５－１－１） 
      旧定率法―新たに耐用年数を算出し、これにもとづく償却率により、通常の償却費の計

算を行う 
                                          耐用年数×１２ 
           新たな耐用年数  ＝ 
                    （１年未満の端数          その事業年度の月数 
                     切り捨て）       （１月に満たない端数は切り上げ） 
                         



      旧定額法、定額法、定率法―新たに償却率・改定償却率を算出し、これにより通常の

償却費の計算を行う 
                                          償却率×事業年度の月数 
      新たな償却率、改定償却率      ＝ 
         （小数点３位未満の端数切り上げ）                   １２ 
                        
            
 （４）減価償却費の仕訳（記帳）方法 
      直接法―償却額を当該固定資産勘定から直接控除する方法 
            （借方）       （貸方） 
                          減価償却費 ××   車輌運搬具 ×× 
      間接法―固定資産を直接控除することなく、取得原価を据え置いて、減価 
          償却額は別に減価償却累計額勘定を設けて処理する方法 
                      （借方）       （貸方） 
                          減価償却費 ××   車輌運搬具減価償却累計額 ×× 
 
 （５）中古資産の耐用年数 
   ①法定耐用年数の全部を経過したもの 
      法定耐用年数×２０％＝残存耐用年数 
   ②法定耐用年数の一部を経過したもの 
     （法定耐用年数－経過年数）÷（経過年数×２０％）＝残存耐用年数 
     この残存耐用年数に１年未満の端数があるときは、これを切り捨て、その年数が 
     ２年に満たない場合には２年とする。（耐用年数の適用等に関する取扱通達１－５

－８）  
 
      ＝例＝（中古自動車を取得した場合） 
   ＊自動車の耐用年数  ６年（普通車） 
    ①の場合 
      ６年×２０％＝１，２年→２年 
    ②の場合（２年経過したものを取得） 
     （６年－２年）＋２年×２０％＝４年＋０．４年 

＝４，４年→４年 
   ＊中古資産を取得した年度に支出した資本的支出の金額が再取得価格（中古資産と同じ

新品のものを取得するときの金額）の５０％を超える場合には耐用年数の見積をする

ことはできず、法定耐用年数を適用することとなる。 


